
介護老人保健施設䝝䞊䝰ニ䞊聖和 

短期入ᡤ療養介護䚸介護予防短期入ᡤ療養運営規程䠄従来型䠅  

 

䠄運営規程設置䛾主᪨䠅 

第 㻝 条 ་療法人䛫いわ会䛜開設䛩䜛介護老人保健施設䝝䞊䝰ニ䞊聖和䠄௨ୗ䛂当施設䛃䛸いう䚹䠅䛻䛚い䛶実施

䛩䜛短期入ᡤ療養介護及び介護予防短期入ᡤ療養介護䛾適ṇ䛺運営䜢確保䛩䜛䛯䜑䛻䚸人員及び管理運営

䛻関䛩䜛事項䜢定䜑䜛䚹 

 

䠄事業䛾目的䠅 

第 㻞 条  短期入ᡤ療養介護及び介護予防短期入ᡤ療養介護䛿䚸要介護状態及び要支援状態䛸認定䛥䜜䛯利用者

䠄௨ୗ単䛻䛂利用者䛃䛸いう䚹䠅䛻対䛧䚸介護保険法௧䛾趣᪨䛻従䛳䛶䚸┳護䚸་学管理䛾ୗ䛻䛚䛡䜛介護及び機

能訓練そ䛾他必要䛺་療並び䛻日常生活ୖ䛾世ヰ䜢行い䚸利用者䛾療養生活䛾質䛾向ୖ䛚䜘び利用者䛾家

族䛾身体的及び精神的負担䛾軽減䜢ᅗ䜛䛣䛸䜢目的䛸䛩䜛䚹 

 

䠄運営䛾方針䠅 

第 㻟 条  当施設䛷䛿䚸短期入ᡤ療養介護計⏬及び介護予防短期入ᡤ療養介護計⏬䛻基䛵い䛶䚸་学的管理䛾ୗ

䛻䛚䛡䜛䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン䚸┳護䚸介護そ䛾他日常的䛻必要䛸䛥䜜䜛་療並び䛻日常生活ୖ䛾世ヰ䜢行い䚸利

用者䛾身体機能䛾維持向ୖ䜢目指䛩䛸䛸䜒䛻䚸利用者䛾家族䛾身体的及び精神的負担䛾軽減䜢ᅗ䜚䚸利用者䛜

㻝 日䛷䜒長䛟居宅䛷䛾生活䜢維持䛷䛝䜛䜘うᅾ宅䜿䜰䛾支援䛻努䜑䜛䚹 

 

㻞 当施設䛷䛿䚸利用者䛾意思及び人格䜢尊㔜䛧䚸自傷他害䛾恐䜜䛜あ䜛等緊急や䜐䜢得䛺い場合௨外䚸原則䛸

䛧䛶利用者䛻対䛧身体拘束䜢行䛺わ䛺い䚹 

㻟 当施設䛷䛿䚸介護老人保健施設䛜地域䛾中核施設䛸䛺䜛䜉䛟䚸居宅介護支援事業者䚸そ䛾他保健་療福祉サ

䞊ビ䝇提供者及び関係市༊⏫村䛸綿密䛺連携䜢䛿䛛䜚䚸利用者䛜地域䛻䛚い䛶統合的サ䞊ビ䝇提供䜢ཷ䛡䜛

䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘う努䜑䜛䚹 

㻠 当施設䛷䛿䚸明䜛䛟家庭的雰ᅖ気䜢㔜視䛧䚸利用者䛜䛂䛻䛣や䛛䛃䛷䛂個性豊䛛䛻䛃過䛤䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘うサ䞊ビ

䝇提供䛻努䜑䜛䚹 

㻡 サ䞊ビ䝇提供䛻あ䛯䛳䛶䛿䚸懇切寧䜢᪨䛸䛧䚸入ᡤ者又䛿そ䛾家族䛻対䛧䛶療養ୖ必要䛺事項䛻䛴い䛶䚸理

解䛧や䛩い䜘う䛻指ᑟ又䛿説明䜢行う䛸䛸䜒䛻利用者䛾ྠ意䜢得䛶実施䛩䜛䜘う努䜑䜛䚹 



㻢 利用者䛾個人情報䛾保護䛿䚸個人情報保護法䛻基䛵䛟厚生労働省䛾ガ䜲䝗䝷䜲ン䛻則䜚䚸当施設䛜得䛯利用

者䛾個人情報䛻䛴い䛶䛿䚸当施設䛷䛾介護サ䞊ビ䝇䛾提供䛻䛛䛛䜛௨外䛾利用䛿原則的䛻行わ䛺い䜒䛾䛸䛧䚸

外部䜈䛾情報提供䛻䛴い䛶䛿䚸必要䛻応䛨䛶利用者䜎䛯䛿そ䛾௦理人䛾了解䜢得䜛䛣䛸䛸䛩䜛䚹 

 

䠄施設䛾ྡ称及びᡤᅾ地等䠅 

第 㻠 条 当施設䛾ྡ称ᡤᅾ地等䛿次䛾䛸䛚䜚䛸䛩䜛䚹 

䠄䠍䠅  施設ྡ      介護老人保健施設䝝䞊䝰ニ䞊聖和   

䠄䠎䠅 ᡤᅾ地      福岡┴筑紫㔝市大Ꮠ西ᑠ⏣ 㻥㻥㻝 番地䛾 㻟  

䠄㻟䠅 電ヰ番号  㻜㻥㻞-㻥㻞㻣-㻝㻤㻝㻝  FAX 番号 㻜㻥㻞-㻥㻞㻣-㻟㻣㻟㻣 

䠄㻠䠅  介護保険指定番号    介護老人保健施設䠄㻠㻜㻡㻝㻣㻤㻜㻜㻣㻞 号䠅 

 

䠄従業者䛾職種䚸員数䠅 

第 㻡 条 当施設䛾従事者䛾職種䚸員数䛿䚸次䛾䛸䛚䜚䛷あ䜚䚸必置職䛻䛴い䛶䛿法௧䛾定䜑䜛䛸䛣䜝䛻䜘䜛䚹 

(1) 管理者 1 人 

(2) ་師 1.0 人௨ୖ 

(3) 薬剤師 0.4 人௨ୖ(常勤換算) 

(4) ┳護職員 10 人௨ୖ 

(5) 介護職員 24 人௨ୖ 

(6) 支援相談員 1.2 人௨ୖ(常勤換算) 

(7) 理学療法士䞉作業療法士 1.2 人௨ୖ(常勤換算) 

(8) 管理栄養士 1 人௨ୖ 

(9) 介護支援専門員 2 人௨ୖ 

(10) 事務職員 4 人௨ୖ 

(11) 調理員 ⱝ干ྡ(委ク) 

 

㻔従業者䛾職務内容㻕 

第 㻢 条 前条䛻定䜑䜛当施設職員䛾職務内容䛿䚸次䛾䛸䛚䜚䛸䛩䜛䚹 

㻔㻝㻕  管理者䛿䚸介護老人保健施設䛻携わ䜛従業者䛾総括管理䚸指ᑟ䜢行う䚹 

㻔㻞㻕  ་師䛿䚸利用者䛾病状及び心身䛾状況䛻応䛨䛶䚸日常的䛺་学的対応䜢行う䚹 

㻔㻟㻕 薬剤師䛿䚸་師䛾指示䛻基䛵䛝調剤䜢行い䚸施設䛷保管䛩䜛薬剤䜢管理䛩䜛ほ䛛䚸利用者䛻対䛧服薬指ᑟ

䜢行う䚹 

㻔㻠㻕 ┳護職員䛿䚸་師䛾指示䛻基䛵䛝投薬䚸検温䚸血ᅽ測定等䛾་療行Ⅽ䜢行䛺うほ䛛䚸利用者䛾施設サ䞊ビ



䝇計⏬䛻基䛵䛟┳護䜢行う䚹 

㻔㻡㻕  介護職員䛿䚸利用者䛾施設サ䞊ビ䝇計⏬䛻基䛵䛟介護䜢行う䚹 

㻔㻢㻕 支援相談員䛿䚸利用者及びそ䛾家族䛛䜙䛾相談䛻適切䛻応䛨䜛䛸䛸䜒䛻䚸レ䜽䝸エ䞊䝅ョン等䛾計⏬䚸指ᑟ䜢

行い䚸市⏫村䛸䛾連携䜢䛿䛛䜛ほ䛛䚸䝪䝷ンテ䜱䜰䛾指ᑟ䜢行う䚹 

㻔㻣㻕 理学療法士䞉作業療法士䛿䚸་師や┳護師等䛸共ྠ䛧䛶䝸䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン実施計⏬書䜢作成䛩䜛䛸䛸䜒䛻䝸

䝝ビ䝸テ䞊䝅ョン䛾実施䛻際䛧指ᑟ䜢行う䚹 

㻔㻤㻕  管理栄養士䛿䚸利用者䛾栄養管理䚸栄養䜿䜰䝬ネ䝆䝯ン䝖等䛾栄養状態䛾管理䜢行う䚹 

㻔㻥㻕 介護支援専門員䛿䚸利用者䛾施設サ䞊ビ䝇計⏬䛾原案䜢䛯䛶䜛䛸䛸䜒䛻䚸要介護認定及び要介護認定更新

䛾申請手⥆䛝䜢行う䚹 

㻔㻝㻜㻕 事務職員䛿施設䛾ᗢ務及び経理䛾事務処理䜢行う䚹 

㻔㻝㻝㻕 調理員㻔委ク㻕 

 

䠄利用定員䠅 

第 㻣 条 短期入ᡤ療養介護及び介護予防短期入ᡤ療養介護䛾利用定員数䛿䚸利用者䛜申込䜏䜢䛧䛶い䜛当ヱ日

䛾介護保健施設サ䞊ビ䝇䛾定員数䜘䜚実入ᡤ者数䜢差䛧引い䛯数䛸䛩䜛䚹 

 

䠄短期入ᡤ療養介護及び介護予防短期入ᡤ療養介護䛾内容䠅 

第 㻤 条 短期入ᡤ療養介護及び介護予防短期入ᡤ療養介護䛿䚸利用者䛻関わ䜛あ䜙ゆ䜛職種䛾職員䛾協議䛻䜘

䛳䛶作成䛥䜜䜛短期入ᡤ療養介護計⏬及び介護予防短期入ᡤ療養介護計⏬䛻基䛵い䛶䚸利用者䛾病状及び

心身䛾状況䛻照䜙䛧䛶行䛺う適切䛺་療及び་学的管理䛾ୗ䛻䛚䛡䜛┳護䞉介護並び䛻日常生活ୖ䛾世ヰ䚸䜎

䛯栄養管理䛸䛩䜛䚹 

 

䠄利用者負担䛾額䠅   

第 㻥 条  利用者負担䛾額䜢௨ୗ䛸䛚䜚䛸䛩䜛䚹 

保険給付䛾自己負担額䜢䚸別表䛻挙䛢䜛料金表䛻䜘䜚支払い䜢ཷ䛡䜛䚹 

㻞 利用料䛸䛧䛶䚸別表䛻挙䛢䜛居ఫ費䠄滞ᅾ費䠅䚸食費䚸日用生活品費䚸教養娯楽費䚸理美容௦䚸利用者䛜選定

䛩䜛特別䛺室料及び特別䛺食事䛾費用䚸行事費䚸私物䛾䜽䝸䞊ニン䜾௦䚸༊域外䛾場合䛿送迎費䚸そ䛾他䛾

費用等利用料䜢䚸利用者負担説明書䛻掲載䛾料金䛻䜘䜚支払い䜢ཷ䛡䜛䚹 

㻟 保険証等䠄介護保険証等䚸限度額適用認定証䚸ᚋ期高齢者་療䚸そ䛾他་療䚸証明書等䠅䛿利用開始時䚸ྲྀ



得䚸変更及び切䜚替え時䛻提示䜢ཷ䛡䜛䛣䛸䛸䛩䜛䚹提示䛜䛺い場合䛿保険ྲྀ扱い出来䛺い場合䛜あ䜛䛣䛸䜢

事前䛻説明䛩䜛䚹 

 

䠄通常䛾送迎䛾実施地域䠅 

第 㻝㻜 条  通常䛾送迎䛾実施地域䜢௨ୗ䛾䛸䛚䜚䛸䛩䜛䚹 

筑紫㔝市䚸ᑠ郡市䚸太宰府市䚸及び筑前⏫ 

 

䠄施設䛾利用䛻当䛯䛳䛶䛾留意事項䠅 

第 㻝㻝 条  当施設䛾利用䛻当䛯䛳䛶䛾留意事項䜢௨ୗ䛾䛸䛚䜚䛸䛩䜛䚹 

施設利用中䛾食事䛿䚸特段䛾事情䛜䛺い限䜚施設䛾提供䛩䜛食事䜢摂ྲྀい䛯䛰䛟䛣䛸䛸䛩䜛䚹食費䛿第 㻥 条䛻利

用料䛸䛧䛶規定䛥䜜䜛䜒䛾䛷あ䜛䛜䚸ྠ時䛻䚸施設䛿第 㻤 条䛾規定䛻基䛵䛝利用者䛾心身䛾状態䛻影響䜢え䜛

栄養状態䛾管理䜢サ䞊ビ䝇内容䛸䛧䛶い䜛䛯䜑䚸食事内容䜢管理䞉決定䛷䛝䜛権限䜢委任い䛯䛰䛟䛣䛸䛸䛩䜛䚹 

㻞 面会䛿䚸入ᡤ者䛻面会䛧䜘う䛸䛩䜛外来者䛿䚸⥆柄䚸用件等䜢管理者䛻申䛧出䚸指定 䛧䛯場ᡤ䛷面会䛧䛶い䛯

䛰䛟䛣䛸䛸䛩䜛䚹尚䚸面会時間䛿午前䠔時䜘䜚午ᚋ䠓時䜎䛷䛸䛩䜛䚹 

㻟 外出䞉外泊䛿䚸入ᡤ者䛜外出䜎䛯䛿外泊䜢希望䛩䜛䛸䛝䛿䚸事前䛻定䜑䜙䜜䛯届出書䛻䜘䜚管理者䛻申䛧出䚸

許ྍ䜢得䛶い䛯䛰䛟䛣䛸䛸䛩䜛䚹 

㻠 飲酒䛿原則䛸䛧䛶認䜑䛺い䛣䛸䛸䛩䜛䚹 

㻡 䛂健ᗣ増進法䛾୍部䜢改ṇ䛩䜛法ᚊ䛃䛻基䛵䛝䚸駐車場䜢含䜐施設敷地内䛿禁煙䛸䛩䜛䚹䛥䜙䛻䚸発火䛾恐䜜

䛾あ䜛物品䛿䚸施設敷地内䜈䛾持䛱込䜏䜢禁Ṇ䛩䜛䚹䜎䛯䚸火災防Ṇୖ䚸危険䜢感䛨䛯場合䛿䚸直䛱䛻職員䛻

連絡䛩䜛䛣䛸䚹 

㻢 設備䞉備品䛾利用䛿䚸大切䛻ྲྀ䜚扱う䜘う努䜑䛶い䛯䛰䛟䛣䛸䛸䛩䜛䚹 

㻣 ᡤ持品䞉備品等䛾持䛱込䜏及び金銭䞉貴㔜品䛾管理䛿䚸原則䛸䛧䛶利用者及び家族䛾 管理䛸䛧䛶い䛯䛰䛟䚹

尚䚸衣類䚸物品等䛻䛿必䛪ྡ前䜢グ入䛧䛶い䛯䛰䛟䛣䛸䛸䛩䜛䚹 

㻤 外泊時等䛾施設外䛷䛾ཷ診䛿䚸入ᡤ中䛸ྠ様䚸必䛪施設䛻䛤連絡い䛯䛰䛟䛣䛸䛸䛩䜛䚹 

㻥 䝨ッ䝖䛾持䛱込䜏及び飼育䛿禁Ṇ䛩䜛䚹 

㻝㻜 利用者䛾䛂営利行Ⅽ䚸宗教䛾勧誘及び活動䚸特定䛾政治活動䛃䛿䚸禁Ṇ䛩䜛䚹 

㻝㻝 他利用者䜈䛾迷惑行Ⅽ䛿禁Ṇ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸相互䛾融和䜢ᅗ䜛䜘う努䜑䜛䛣䛸䛸䛩䜛䚹 

 

䠄非常災害対策䠅 



第 㻝㻞 条  消防法施行規則第 㻟 条䛻規定䛩䜛消防計⏬及び風水害､地震等䛾災害䛻対処䛩䜛計⏬䛻基䛵䛝､䜎䛯､

消防法第 㻤 条䛻規定䛩䜛防火管理者䜢設置䛧䛶非常災害対策䜢行う｡ 

㻞 防火管理者䛻䛿䚸་療法人䛫いわ会防火管理者䜢充䛶䜛䚹 

㻟 火元責任者䛻䛿䚸事業ᡤ職員䜢充䛶䜛䚹 

㻠 非常災害用䛾設備Ⅼ検䛿䚸契約保守業者䛻依頼䛩䜛䚹Ⅼ検䛾際䛿䚸防火管理者䛜立䛱会う䚹 

㻡 非常災害設備䛿䚸常䛻᭷効䛻保持䛩䜛䜘う努䜑䜛䚹 

㻢 火災䛾発生や地震䛜発生䛧䛯場合䛿䚸被害䜢最ᑠ限䛻䛸䛹䜑䜛䛯䜑䚸自衛消防隊䜢編成䛧䚸任務䛾遂行䛻当

䛯䜛䚹 

㻣 防火管理者䛿䚸施設職員䛻対䛧䛶防火教育䚸消防訓練䜢実施䛩䜛䚹 

㻔㻝㻕 防火教育及び基本訓練䠄消火䞉通報䞉避難䠅……年 㻞 回௨ୖ䠄う䛱 㻝 回䛿夜間䜢想定䛧䛯訓練及び利用者

䜢含䜑䛯総合避難訓練䜢行う䚹䠅 

㻔㻞㻕 非常災害用設備䛾使用方法䛾徹底…………………随時 そ䛾他必要䛺災害防Ṇ対策䛻䛴い䛶䜒必要䛻

応䛨䛶対処䛩䜛体制䜢䛸䜛䚹 

㻤 事業ᡤ䛿䚸前項䛻規定䛩䜛訓練䛾実施䛻当䛯䛳䛶䚸地域ఫ民䛾参加䛜得䜙䜜䜛䜘う連携䛻努䜑䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹 

 

䠄職員䛾服務規ᚊ䠅 

第 㻝㻟 条 職員䛿䚸介護保険関係法௧及び諸規則䚸個人情報保護法䜢遵守䛧䚸業務ୖ䛾指示命௧䛻従い䚸自己䛾

業務䛻専念䛩䜛䚹服務䛻当䛯䛳䛶䛿䚸協力䛧䛶施設䛾秩序䜢維持䛧䚸常䛻次䛾事項䛻留意䛩䜛䛣䛸䚹 

㻞 入ᡤ者や通ᡤ者䛻対䛧䛶䛿䚸人格䜢尊㔜䛧親切寧䜢᪨䛸䛧䚸責任䜢䜒䛳䛶接遇䛩䜛䛣䛸䚹 

䠏 常䛻健ᗣ䛻留意䛧䚸明朗䛺態度䜢失䛳䛶䛿䛺䜙䛺い䚹 

䠐 䛚互い䛻協力䛧合い䚸能率䛾向ୖ䛻努力䛩䜛䜘う心掛䛡䜛䛣䛸䚹 

 

䠄職員䛾質䛾確保䠅 

第 㻝㻠 条 施設職員䛾資質向ୖ䛾䛯䜑䛻䚸そ䛾研修䛾機会䜢確保䛩䜛䚹 

 

䠄職員䛾健ᗣ管理䠅 

第 㻝㻡 条 職員䛿䚸䛣䛾施設䛜行う年䠍回䛾健ᗣ診断䜢ཷ診䛩䜛䛣䛸䚹䛯䛰䛧䚸夜勤勤務䛻従事䛩䜛者䛿䚸年間䠎回䛾

健ᗣ診断䜢ཷ診䛧䛺䛡䜜ば䛺䜙䛺い䚹 

 



䠄衛生管理䠅 

第 㻝㻢 条 入ᡤ者䛾使用䛩䜛施設䚸食器そ䛾他䛾設備又䛿飲用䛻供䛩䜛水䛻䛴い䛶䚸衛生的䛺管理䛻務䜑䚸又䛿

衛生ୖ必要䛺措置䜢講䛪䜛䛸䛸䜒䛻䚸་薬品及び་療用具䛾管理䜢適ṇ䛻行う䚹 

㻞 食中毒及び伝染病䠄感染症䠅䛾発生䜢防Ṇ䛩䜛䛸䛸䜒䛻蔓延䛩䜛䛣䛸䛜䛺い䜘う䚸水廻䜚設備䚸厨ᡣ設備等䛾衛

生的䛺管理䜢行う䚹 

㻟 栄養士䚸調理師等厨ᡣ勤務者䛿䚸毎᭶䠍回䚸検便䜢行わ䛺䛡䜜ば䛺䜙䛺い䚹 

㻠  定期的䛻䚸鼠族䚸昆虫䛾駆除䜢行う䚹 

 

䠄守秘義務及び個人情報䛾保護䠅 

第 㻝㻣 条 施設職員䛻対䛧䛶䚸施設職員䛷あ䜛期間䛚䜘び施設職員䛷䛺䛟䛺䛳䛯ᚋ䛻䛚い䛶䜒䚸ṇ当䛺理⏤䛜無䛟䚸

そ䛾業務ୖ知䜚得䛯利用者又䛿そ䛾家族䛾個人情報䜢漏䜙䛩䛣䛸䛜䛺い䜘う指ᑟ教育䜢適時行う䜒䛾䛸䛩䜛䚹 

 

䠄ⱞ情処理䠅 

第 㻝㻤 条  利用者やそ䛾家族䛛䜙䛾ⱞ情等䛻迅㏿䛛䛴適切䛻対応䛩䜛䛯䜑䛻䚸事業ᡤ䛻ⱞ情ཷ付窓口䜢設置䛩

䜛䚹ⱞ情䛜生䛨䛯場合䛿䚸直䛱䛻相手方䛻連絡䜢ྲྀ䜚䚸ヲ䛧い事情䜢把握䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸㔜傷者䛷検討会議䜢行

い䚸必䛪具体的䛺対応䜢行う䚹䜎䛯䚸ⱞ情グ録䚸そ䛾対応䜢ྎ帳䛻保管䛧䚸再発䜢防䛠䚹ヲ細䛿別紙䠄利用者䛾

ⱞ情䜢処理䛩䜛䛯䜑䛻講䛪䜛処置䛾概要䠅䛻䜘䜛䚹 

 

䠄身体的拘束等䠅 

第 㻝㻥 条 施設サ䞊ビ䝇䛾提供䛻当䛯䛳䛶䛿䚸当ヱ入居者又䛿他䛾入居者等䛾生命又䛿身体䜢保護䛩䜛䛯䜑緊急

や䜐䜢得䛺い場合䜢除䛝䚸身体的拘束等そ䛾他入居者䛾行動䜢制限䛩䜛行Ⅽ䛿行わ䛺い䚹䜎䛯身体的拘束等

䜢行う場合䛻䛿䚸そ䛾態様及び時間䚸そ䛾際䛾入ᡤ者䛾心身䛾状況並び䛻緊急や䜐䜢得䛺い理⏤䜢グ録䛩

䜛䚹 

㻞 施設䛿身体的拘束等䛾適ṇ化䜢ᅗ䜛䛯䜑次䛻掲䛢䜛措置䜢講䛨䜛䚹 

㻔㻝㻕 身体的拘束等䛾適ṇ化䛾䛯䜑䛾対策䜢検討䛩䜛委員会䜢䠏᭶䛻䠍回௨ୖ開催䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸そ䛾結果䛻䛴

い䛶䚸介護職員そ䛾他䛾従業者䛻周知徹底䜢ᅗ䜛䚹 

㻔㻞㻕 身体的拘束等䛾適ṇ化䛾䛯䜑䛾指針䜢整備䛩䜛䚹 

㻔㻟㻕 介護職員そ䛾他䛾従業者䛻対䛧䚸身体的拘束等䛾適ṇ化䛾䛯䜑䛾研修䜢定期的䛻実施䛩䜛䚹 

 



㻔虐待防Ṇ䛻関䛩䜛事項㻕 

第 㻞㻜 条  事業ᡤ䛿䚸利用者䛾人権䛾擁護䞉虐待等䛾防Ṇ䛾䛯䜑次䛾措置䜢講䛪䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹 

㻞 虐待䜢防Ṇ䛩䜛䛯䜑䛾従業者䛻対䛩䜛研修䛾実施 

㻟 利用者及びそ䛾家族䛛䜙ⱞ情処理体制䛾整備 

㻠 事業ᡤ䛻䛚䛡䜛虐待䛾防Ṇ䛾䛯䜑䛾対策䜢検討䛩䜛委員会䛾定期的䛺開催䠄㻟 ᭶䛻 㻝 回௨ୖ䠅 

㻡 そ䛾他虐待防Ṇ䛾䛯䜑䛻必要䛺措置 

㻢 事業ᡤ䛿䚸サ䞊ビ䝇提供中䛻䚸当ヱ事業ᡤ従業者又䛿養護者㻔利用者䛾家族等高齢者䜢現䛻養護䛩䜛者㻕䛻

䜘䜛虐待䜢ཷ䛡䛯䛸思わ䜜䜛利用者䜢発見䛧䛯場合䛿䚸㏿や䛛䛻䚸䛣䜜䜢市⏫村䛻通報䛩䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹 

 

㻔業務⥅⥆計⏬䛾策定䛻関䛩䜛事項㻕 

第 㻞㻝 条  事業ᡤ䛿䚸感染症や非常災害䛾発生時䛻䛚い䛶䚸利用者䛻対䛩䜛事業䛾提供䜢⥅⥆的䛻実施䛩䜛      

䛯䜑䛾䚸及び非常時䛾体制䛷᪩期䛾業務再開䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾計⏬㻔௨ୗ䛂業務⥅⥆計⏬䛃㻕䜢策定䛧䚸当ヱ業務⥅

⥆計⏬䛻従い必要䛺措置䜢講䛪䜛䚹 

㻞 事業者䛿䚸従事者䛻対䛧䚸業務⥅⥆計⏬䛻䛴い䛶周知䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸必要䛺研修及び訓練䜢定期的㻔年 㻞 回㻕

䛻行う物䛸䛩䜛䚹 

 㻟 事業者䛿䚸定期的䛻業務⥅⥆計⏬䛾見直䛧䜢行い䚸必要䛻応䛨䛶業務⥅⥆計⏬䛾変更䜢行う物䛸䛩䜛䚹 

 

㻔感染症䛾予防及び䜎䜣延䛾防Ṇ䛻関䛩䜛事項㻕 

第 㻞㻞 条  事業ᡤ䛿䚸事業ᡤ䛻䛚い䛶感染症䛜発生䛧䚸又䛿䜎䜣延䛧䛺い䜘う䛻䚸次䛾各号䛻掲䛢䜛措置䜢講䛪䜛䚹 

㻞 事業ᡤ䛻䛚䛡䜛感染症䛾予防及び䜎䜣延䛾防Ṇ䛾䛯䜑䛾対策䜢検討䛩䜛委員会㻔テレビ電ヰ装置等䜢活用䛧

䛶行う䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜒䛾䛸䛩䜛㻕䜢䛚䛚䜐䛽 㻢 ᭶䛻 㻝 回௨ୖ開催䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸そ䛾結果䛻䛴い䛶従業者䛻周知

徹底䜢ᅗ䜛䛣䛸䚹 

㻟 事業ᡤ䛻䛚䛡䜛感染症䛾予防及び䜎䜣延䛾防Ṇ䛾䛯䜑䛾指針䜢整備䛩䜛䛣䛸䚹 

㻠 事業ᡤ䛻䛚い䛶䚸従業者䛻対䛧䚸感染症䛾予防及び䜎䜣延䛾防Ṇ䛾䛯䜑䛾研修及び訓練䜢定期的㻔年 㻞 回㻕䛻

行う物䛸䛩䜛䚹 

 

㻔職場䛻䛚䛡䜛䝝䝷䝇䝯ン䝖䛾防Ṇ䛻関䛩䜛事項㻕 

第 㻞㻟 条  事業ᡤ䛿適切䛺事業䛾提供䜢確保䛩䜛観Ⅼ䛛䜙䚸職場䛻䛚い䛶行わ䜜䜛性的䛺言動䚸優越的䛺関係䜢

背景䛸䛧䛯䜒䛾䛻䜘䜚従業者䛾就業環境䛜害䛥䜜䜛䛣䛸䜢防Ṇ䚸顧客等䛛䜙䛾暴行䚸脅迫䚸暴言䚸当䛺要求等



䛾著䛧い迷惑行Ⅽ䛻関䛧䛶䚸事業主䛿䚸相談䛻応䛨䚸適切䛻対応䛩䜛䛯䜑䛾体制䛾整備や被害者䜈䛾配慮䛾

ྲྀ組䜢行う䛣䛸や被害䜢防Ṇ䛩䜛䛯䜑䛾ྲྀ組䜢行う䛣䛸䛾明確化䛧䛯必要䛺措置䜢講䛪䜛䚹 

 

㻔そ䛾他運営䛻関䛩䜛㔜要事項㻕 

第 㻞㻟 条 地震等非常災害そ䛾他や䜐䜢得䛺い事情䛾᭷䜛場合䜢除䛝䚸入ᡤ定員及び居室䛾定員䜢超え䛶入ᡤ䛥

䛫䛺い䚹 

㻞 事業ᡤ䛿䚸介護老人保健施設䛻関䛩䜛グ録䜢整備䛧䚸そ䛾サ䞊ビ䝇䜢提供䛧䛯日䛛䜙最ప䠑年間䛿保Ꮡ䛩䜛䜒

䛾䛸䛩䜛䚹 

㻟  運営規程䛾概要䚸施設職員䛾勤務体制䚸協力病院䚸利用者負担䛾額及びⱞ情処理䛾対応䚸プ䝷䜲䝞䝅䞊䝫䝸

䝅䞊䛻䛴い䛶䛿䚸施設内䛻掲示䛩䜛䚹備え付䛡䛾書面及び䝩䞊䝮䝨䞊䝆䜈掲載䛩䜛䚹 

㻠 短期入ᡤ療養介護サ䞊ビ䝇䛻関連䛩䜛政省௧及び通知並び䛻本運営規程䛻定䜑䛾䛺い䚸運営䛻関䛩䜛㔜

要事項䛻䛴い䛶䛿䚸་療法人䛫いわ会理事会䛻䛚い䛶定䜑䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹 

 

付  則 

䛣䛾運営規程䛿䚸௧和 䠒年 䠐᭶䠍日䜘䜚施行䛩䜛䚹 



重要事項説明書 

介護老人保健施設ハーモニー聖和ʤ短期入所・従来型ʥ 

ʰ短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護ʱのご案内 

    ʤ令和 6 年 6 月 1 日現在ʥ 

̏．施設概要 

ʤ̏ʥ施設名称等 

   ・施設名   介護老人保健施設 ύーϠニー聖和 

   ・開設年月日 平成̖年̒月̏̓日 

   ・所在地   筑紫野市大字西小田 991 番地̑ 

   ・電話番号  092-927-1811   ・ϓΟックス番号 092-927-3737 

   ・管理者名  蓮尾 春高  

   ・介護保険指定番号  介護老人保健施設ʤ 4051780072 号ʥ 

 

ʤ̐ʥ介護老人保健施設目的ͳ運営方針 

    介護老人保健施設ͺɼ看護ɼ医学的管理下Ͳ介護や機能訓練ɼそ他必要͵医療ͳ日常生活
上͕世話͵ʹ介護保健施設サーϑスΝ提供ͤΖ͞ͳͲɼ入所者能力Ͷ応ͣͪ日常生活Ν営
͞ͳ͗Ͳ͘ΖΓうͶ͢ɼ̏日Ͳ早く家庭Ͳ生活Ͷ戻Ζ͞ͳ͗Ͳ͘ΖΓうͶ支援ͤΖ͞ͳΝ目的
ͳͪ͢施設Ͳͤɽ͠ΔͶɼ家庭復帰場合Ͷͺɼ家庭Ͷ͕͜Ζ療養環境調整͵ʹɼ退所時支援
行いΉͤͲɼ安心͢ͱ退所͢ͱいͪͫ͜ΉͤɽΉͪɼ在宅方Ͷͺɼ自宅Ͳ自立ͪ͢日常生活
͗営ΉΗΖΓうɼ通所ϨύϑϨテーシϥン及び介護予防通所ϨύϑϨテーシϥンͶΓΕ利用者・介
護者Ν支援いͪ͢Ήͤɽ 

    ͞目的Ͷ沿ͮͱɼ当施設Ͳͺɼ以下Γう͵運営方針Ν定ΌͱいΉͤͲɼ͟理解いͪͫい
ͪ上Ͳ͟利用くͫ͠いɽ 

  ［介護老人保健施設ύーϠニー聖和運営方針］ 

    医療ͳ福祉機能Ν備えͪ施設位置Ͱ͜Ͷ͕͜Ζ処遇Ν行うɽ医療面偏重ʤ過剰医療ɼ過小
医療ʥΝ避͜ɼ生活援助場ͳ͢ͱ施設Ν原則ͶɼώϧンスͳΗͪ処遇Ͷ努ΌΖɽ 

 

ʤ̑ʥ施設職員体制 

      職員数         業務内容 

医師 1 人以上 短期入所者医学的管理 

看護職員 10 人以上     〃  看護・医学的管理 

薬剤師 0.4 人以上(常勤換算)     〃  薬剤管理 

介護職員 24 人以上     〃  療養介護 

支援相談員 1.2 人以上(常勤換算)     〃  介護支援相談 

理学療法士・作業療法士 1.2 人以上(常勤換算ʥ     〃  機能訓練 

管理栄養士 1 人以上     〃  栄養管理 

介護支援専門員 2 人以上     〃  介護計画作成 

事務職員 4 人以上     〃  支払・請求等 

      

̐．サーϑス内容 

ᶅ 短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護計画立案 

ᶆ 食事ʤ食事ͺ原則ͳ͢ͱ食堂Ͳ͕ͳΕいͪͫ͘Ήͤɽʥ 

ᶇ 入浴ʤ一般浴槽Ά͖入浴Ͷ介助Ν要ͤΖ利用者Ͷͺ特別浴槽Ͳ対応͢Ήͤɽ原則週̐回͟利用
いͪͫ͘Ήͤɽͪͫ͢ɼ利用者身体状態Ͷ応ͣͱ清拭ͳ͵Ζ場合͗あΕΉͤɽʥ 

ᶈ 医学的管理・看護 

ᶉ 介護 

ᶊ 機能訓練ʤ個別ϨύϑϨテーシϥンɼϪクϨエーシϥンʥ 

ᶋ 相談援助サーϑス 

＜別紙 1＞ 



ᶌ 利用者͗選定ͤΖ特別͵食事提供 

ᶍ 理美容サーϑスʤ月̒回程度実施͢Ήͤɽʥ 

ᶎ 行政手続代行 

ᶏ そ他 

＊͞ΗΔサーϑス͵͖Ͷͺɼ利用者方͖Δ基本料金ͳͺ別Ͷ利用料金ΝいͪͫくあΕ
ΉͤͲɼ具体的Ͷ͟相談くͫ͠いɽ 

 

̑．サーϑス提供地域 

  筑紫野市ɼ太宰府市ɼ小郡市ɼ筑前町 

 

̒．協力医療機関等 

  当施設Ͳͺɼ下記医療機関・歯科医療機関Ͷ協力いͪͫ͘ɼ利用者状態͗急変ͪ͢場合等Ͷͺɼ
速や͖Ͷ対応Ν͕願いͤΖΓうͶ͢ͱいΉͤɽ 

  ・協力医療機関 

     ・名 称 聖和記念病院 

     ・住 所 小郡市津古字半女寺̏̒̎̕番地̏ 

・協力歯科医療機関 

     ・名 称 筑紫野スマイϩ歯科小児科医院 

     ・住 所 筑紫野市大字立明寺 434 番 1 イオンϠーϩ筑紫野店 2 階 

◇緊急時連絡先 

͵͕ɼ緊急場合Ͷͺʰ同意書ʱͶ͟記入いͪͫいͪ連絡先Ͷ連絡͢Ήͤɽ 

 

̓．施設利用Ͷ当ͪͮͱ留意事項 

◎面会 

・面会時間 ̖時 30 分͖Δ 19 時ΉͲ※日曜日Ί 17 時ΉͲ 

 ʤ上記以外時間Ͷ面会Ν͟希望方ͺ事前Ͷ͕申͢出くͫ͠いʥ 

・面会者方ͺɼ1 階受付ʰ面会確認票ʱͶ͟記入下͠いɽ 

◎外出 
・外出際Ͷͺɼ外出届Ͷ必要事項Ν記入͢各ϓϫΠ詰Ό所Ͷ͟提出下

͠いɽ 

◎飲酒 
・飲酒ͺɼ原則ͳ͢ͱ認ΌͱいΉͦΞɽ 

  ʤ協議上ɼケΠϕϧンͳ͢ͱ必要ͲあΖ場合Ν除くʥ 

◎喫煙 

・h 健康増進法一部Ν改正ͤΖ法律ʱͶ基Ͱ͘ɼ駐車場Ν含施設敷
地内ͺ禁煙ͳ͵ΕΉͤɽ 

・上記事柄Ͷ関͢ͱɼ注意Ν促͢ͱ改善͗ΊΔΗ͵い場合ͺ施設利
用͗Ͳ͘͵く͵Ζ͞ͳ͟͡いΉͤͲɼ͟了承下͠いɽ 

◎設備・備品利用 

・施設内居室や設備ɼ器具ͺ本来用法Ͷ従ͮͱ͟利用下͠いɽ͞ Η
Ͷ反ͪ͢利用ͶΓΕ破損等͗生ͣͪ場合ɼ弁償͢ͱいͪͫく͞ͳ
͟͡いΉͤͲɼ͟了承下͠いɽ 

◎所持品及び金銭・貴重品 

管理 

・原則ͳ͢ͱɼ͟利用者及び͟家族管理ͳ͵ΕΉͤɽ万͗一ɼ盗難ɼ
紛失ɼ破損等Ν͠Ηͪ場合ɼ当施設Ͷ͕いͱ責任ͺ負い͖Ήͤ
Ͳɼ͟了承下͠いɽ 

 ͵͕ɼ衣類・物品等Ͷͺ必ͥ名前Ν͟記入くͫ͠いɽ 

◎ϓϫΠ・居室移動Ͷ関͢ͱ 

・療養生活Ν送Ζ͵͖Ͳɼ身体状況・精神症状等変化͗ΊΔΗͪ場合
ͺɼ͟ 利用者様Ͷͳͮͱ望Ή͢いͳ当施設͗判断ͪ͢ϓϫΠʤϒΠό
館ɼϓϩート館ɼώイオϨン館ɼ及びϤニット棟ʥや居室へ移動Ν
͕願いͤΖ場合͗͟͡いΉͤɽ 

◎日常的͵医療 

・入所者ʤ短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護利用者含
ʥͶ提供ͤΖサーϑスͶ医療含ΉΗͱ͕Εɼ常勤医師や看護師等
配置͗義務付͜ΔΗͱいΉͤɽ͢ ͪ͗ͮͱɼ入所者Ͷ必要͵医療Ͷ



ͯいͱͺ介護老人保健施設医師やスタッϓ͗担当ͤΖ͞ͳͳ͠Η
ͱ͕Εɼh 不必要Ͷ入所者ͪΌͶ往診Ν求Όɼ又ͺ入所者Ν病院等
Ͷ通院ͦ͠ͱͺ͵Δ͵いʱ͞ͳͶ͵ͮͱいΉͤɽ 

◎外出時等施設外Ͳ受見  
・外出時Ͷ他医療機関Ν受診ͤΖ場合ɼ医療保険請求上制約͗あΕΉ

ͤͲɼ必ͥ施設Ͷ͟連絡下͠いɽ 

◎ペット持込Ί ・当施設内へペット持込Ί及び飼育ͺ͕断Ε͢Ήͤɽ 

 

̔．非常災害対策 

  ・防災設備  スϕϨンクϧーɼ消火器ɼ消火栓ɼ防火扉ɼ誘導灯ɼ非常通報装置ɼ非常用電源 

  ・防災訓練  年̐回 

 

̕．禁止事項 

  当施設Ͳͺɼ多く方Ͷ安心͢ͱ療養生活Ν送ͮͱいͪͫくͪΌͶɼ利用者ʰ営利行為ɼ宗教勧
誘ɼ特定政治活動ʱͺ禁止͢Ήͤɽ 

 

̖．要望及び苦情等相談 

  当施設Ͷͺ支援相談専門員ͳ͢ͱ支援相談員͗勤務͢ͱいΉͤͲɼ͕気軽Ͷ͟相談くͫ͠いɽ 

 

・ύーϠニー聖和 ： 時間 8 時 30 分～17 時 電話 092-927-1811  

ʤ支援相談員 井谷ɼ古川ɼ佐々ɼ小堀ʥ ʤ事務長 野地ʥ 

・筑紫野市役所 高齢者支援課  住所：福岡県筑紫野市石崎 1-1-1 

時間：8 時 30 分～17 時  

電話：092-923-1111  FAX：092-923-1134 

・小郡市役所  長寿支援課    住所：福岡県小郡市小郡 255-1 

時間：8 時 30 分～17 時 

電話：0942-72-2111  FAX：0942-73-4466 

・筑前町役場 福祉部            住所：福岡県朝倉郡筑前町久光 951-1 

時間：8 時 30 分～17 時 15 分 

電話：0946-24-8763  FAX：0946-42-2011 

・    市役所            課  住所： 

時間： 

電話：         FAX： 

・福岡県国民健康保険団体連合会 住所：福岡県福岡市博多区吉塚本町 13-47 

時間：9 時～17 時   

電話：092-642-7859  FAX：092-642-7856 

 

̗．そ他 

  当施設Ͷͯいͱ詳細ͺɼϏンϓϪットΝ用意͢ͱあΕΉͤͲɼ͟請求くͫ͠いɽ 

 



短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護について 

 

̏．介護保険証確認 

  ͟利用͕申͢込ΊͶ当ͪΕɼ͟利用希望者介護保険証Ν確認ͦ͠ͱいͪͫ͘Ήͤɽ 

 

̐．短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護概要 

  短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護ͺɼ要介護者及び要支援者家庭等Ͳ生活Ν継続
ͦ͠ΖͪΌͶ立案͠Ηͪ居宅介護サーϑス計画Ͷ基Ͱ͘ɼ当施設Ν一定期間͟利用いͪͫ͘ɼ看護ɼ医
学的管理下Ͷ͕͜Ζ看護及び機能訓練そ他必要͵医療並びͶ日常生活上͕世話Ν行いɼ利用者
療養生活質向上及び利用者͟家族身体的及び精神的負担軽減Ν図ΖͪΌ提供͠ΗΉͤɽ͞
サーϑスΝ提供ͤΖͶあͪͮͱͺɼ利用者Ͷ関わΖあΔゆΖ職種職員協議ͶΓͮͱɼ短期入所療
養介護計画及び介護予防短期入所療養介護計画͗作成͠ΗΉͤ͗ɼそ際ɼ利用者及び身元保証人希
望Ν十分Ͷ取Ε入ΗɼΉͪɼ計画内容Ͷͯいͱͺ同意ΝいͪͫくΓうͶ͵ΕΉͤ 

 

̑－̏．利用料金  ＊地域区分̕級地 ̏単位＝10.14 円 

ʤ̏ʥ 基本料金ʤ施設利用料ʥɼ各種加算 

※別表ʰ料金表ʱ参照 

※基本料金ɼ各種加算合計単位数Ͷ 7.5%相当介護職員処遇改善加算Ⅰ͗加わΕΉͤɽ 

 

ʤ̐ʥ そ他料金 

ᶅ 食費ʤ̏食あͪΕʥ＜朝＞̓̑̎円 ＜昼＞̓̎̕円 ＜夕＞̎̎̕円 

ᶆ 滞在費ʤ療養室利用費ʥ※̏日当ͪΕ 

    ・多床室        ̓̐̎円 

    ・個 室        ̖̐̎円 

＊ 上記ᶅʰ食費ʱ及びᶆʰ滞在費ʱͶ͕いͱɼ負担限度額認定Ν受͜ͱいΖ場合Ͷͺɼ 

認定証Ͷ記載͠ΗͱいΖ負担限度額͗̏日Ͷ͕支払いいͪͫく上限ͳ͵ΕΉͤɽ詳͢くͺ˽別添
資料̏˾Ν͟覧くͫ͠いɽ 

ᶇ 日用生活品費／̏日    ̐̎̎円 

石鹸ɼシϡンϕーɼϨンスɼ歯ϔϧシɼ歯磨͘粉ɼタオϩや͕͢·Ε等費用ͲあΕɼ施設Ͳ用
意ͤΖΝ͟利用いͪͫく場合Ͷ͕支払いいͪͫ͘Ήͤɽ 

ᶈ 教養娯楽費／̏日    ̏̎̎円 

クϧϔ活動Ͳ使用ͤΖ折Ε紙や書道ɼ学習用具等材料費ɼ各種行事・ϪクϨエーシϥンͲ使用
ͤΖ風船ɼ輪投͝等遊具等費用ͲあΕɼ施設Ͳ用意ͤΖΝ͟利用いͪͫく場合Ͷ͕支払い
いͪͫ͘Ήͤɽ 

  ᶉ 理美容代  実費ʤ̐̎̎̎円程度ʥ 

  ᶊ 電気器具使用料  ̏品 ̑̎円/̏日 

 

ʤ̑ʥ 支払い方法 

前月分請求書及び明細書Ν毎月 10 日Ͷ発行͢ɼ指定ͤΖ送付先Ͷ郵送͢Ήͤɽ 

月末ʤ引͘落ͳ͢日͗休日場合ͺ翌営業日ʥͶ口座振替ͶΓΕ支払うͳ͢Ήͤɽ 

ͪͫ͢ɼ口座振替手続͘完了ΉͲͺ施設窓口Ͳ現金払いͳ͵ΕΉͤɽ 

 

＜別紙 2＞ 



個人情報の利用目的 

ʤ令和 6 年 6 月 1 日現在ʥ 

 

介護老人保健施設ύーϠニー聖和Ͳͺɼ利用者尊厳Ν守Ε安全Ͷ配慮ͤΖ施設理念下ɼ͕預͖
Ε͢ͱいΖ個人情報Ͷͯいͱɼ利用目的Ν以下ͳ͕Ε定Όɼ公表いͪ͢ΉͤͲ͟了承下͠いɽ 

 

ʴ利用者へ介護サーϑス提供Ͷ必要͵利用目的ʵ 

ʦ介護老人保健施設内部Ͳ利用目的ʧ 

・当施設͗利用者等Ͷ提供ͤΖ介護サーϑス 

・介護保険事務 

・介護サーϑス利用者Ͷ係Ζ当施設管理運営業務うͬ 

 －入退所等管理 

 －会計・経理 

 －事故等報告 

 －当該利用者介護・医療サーϑス向上 

ʦ他事業者等へ情報提供Ν伴う利用目的ʧ 

・当施設͗利用者等Ͷ提供ͤΖ介護サーϑスうͬ 

 －利用者Ͷ居宅サーϑスΝ提供ͤΖ他居宅サーϑス事業者や居宅介護支 

援事業所等ͳ連携ʤサーϑス担当者会議等ʥɼ 照会へ回答 

 －利用者診療等Ͷ当ͪΕɼ外部医師等意見・助言Ν求ΌΖ場合 

 －利用者診療等Ͷ当ͪΕɼ協力医療機関ͳ連携体制Ν構築ͤΖ場合 

 －検体検査業務委託そ他業務委託 

 －家族等へ心身状況説明 

・介護保険事務うͬ 

 －保険事務委託 

 －審査支払機関へϪセϕト提出 

 －審査支払機関又ͺ保険者͖Δ照会へ回答 

・損害賠償保険͵ʹͶ係Ζ保険会社等へ相談又ͺ届出等 

 

ʴ上記以外利用目的ʵ 

ʦ当施設内部Ͳ利用Ͷ係Ζ利用目的ʧ 

・当施設管理運営業務うͬ 

 －医療・介護サーϑスや業務維持・改善ͪΌ基礎資料 

 －当施設Ͷ͕いͱ行わΗΖ学生実習へ協力 

 －当施設Ͷ͕いͱ行わΗΖ事例研究 

ʦ他事業者等へ情報提供Ͷ係Ζ利用目的ʧ 

・当施設管理運営業務うͬ 

 －外部監査機関へ情報提供 

 －行政機関や警察等へ情報提供ʤ災害時ɼ行方不明時等ʥ 

 

 



●基本料金ʤ施設利用料ʥ

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

2,680

2,832

2,446

2,592

2,784

2,948

3,188

3,356

2,492

3割負担

3割負担

3,353

3,532

1,888

2,018

2,126

2,237

2,118

2,235

2,355

1,661

1,811

1,943

2,063

1,830

3,027

1,728

1,856

2割負担

2,178

894

1,986

2,073

1,787

1,059

1,118

1,178

1,119

831

906

972

1,032

1,089

3,094

3,267

2,744

2,979

2,717

2,915

3,176

915

944

1,009

1,063

加算型 単位数 1割負担
要介護̏ 881 単位
要介護̐ 931 単位
要介護̑ 995 単位
要介護̒ 1,048 単位

1,103要介護̓ 単位

1割負担

要介護̐

別表ʤ料金表ʥ

■短期入所療養介護費

要介護̐

要介護̓ 1,074 単位
1,017 単位

要介護̑ 958 単位

902 単位

819

要介護̐
要介護̑

要介護̐

要介護̏

要介護̒

単位

在宅強化型

＜従来型多床室＞

単位数

893

918 単位

要介護̒ 997

7級地
令和6年6月1日 改定

10.14地域区分

単位 876 1,752 2,628

単位数 1割負担 2割負担 3割負担

801 単位 813 1,625 2,437

842

893

864

931

単位

＜従来型個室＞

要介護̒ 1,862 2,793

要介護̓ 971 単位 985 1,969

要介護̏ 753 単位 764 1,527 2,291

基本型

要介護̑

864

928

983

2,954

単位数 1割負担 2割負担 3割負担
要介護̏ 830 単位

基本型 ＜従来型多床室＞
1,684

944 単位

2,525

2,677

2,872

要介護̓ 1,052 単位

加算型
※加算型ͺɼ上記基本型料金Ͷ在宅復帰・在宅療養支援機能加算ᶙʤ51単位ʥを足した金額Ͷ͵Εますɽ

2割負担 3割負担＜従来型個室＞

880 単位
958

1,011

1,067

3,033

3,201

1,785

1,915

2,022

2,134

3割負担＜従来型多床室＞

単位数 1割負担

要介護̑ 915 単位

要介護̏ 804 単位
要介護̐ 852 単位

要介護̒ 969 単位
要介護̓ 1,022 単位

816

1,037

1,965

3,109

1,631

在宅強化型

＜従来型個室＞

単位数 1割負担 2割負担

1,161 単位
要介護̒ 1,102 単位

979 単位
単位要介護̑ 1,044

2割負担

要介護̓

単位
要介護̏

993

※施設サービス費ͺɼ一定在宅復帰率・回転率・入所前後訪問・退所前後訪問等10項目指標を
用いͱ毎月評価を行い在宅強化型・基本型等基本料金͗決定ͳ͵Εますɽ



円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

■介護予防短期入所療養介護費

円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円

2,089

2,221

2,692

3,249

3,423

2,899

3,134

3,331

3,508

3,687

2,367

※超強化型ͺɼ上記在宅強化型料金Ͷ在宅復帰・在宅療養支援機能加算ᶚʤ51単位ʥを足した金額Ͷ͵Εますɽ

要支援̐ 885 単位
要支援̏ 723 単位

1,347

1,282

2,045

2,537

1,917

2,364

2,020

2,510

1,923

3割負担

3割負担

3割負担

2,647

3割負担

1,762

2,200

2,209

1,865

2,355

2,339

2,458

1,765

1,915

2,047

2,872

3,070

898 1,795

641

789 1,578

682

846 1,692

1,363

1,467

1,673

734

837

1,229

588

737

622

1,175

785

639

1,083

1,141

967

1,045

1,111

1,170

1割負担 2割負担

2割負担

1,933

2,166

674

883

※超強化型ͺɼ上記在宅強化型料金Ͷ在宅復帰・在宅療養支援機能加算ᶚʤ51単位ʥを足した金額Ͷ͵Εますɽ
超強化型 単位数 1割負担 2割負担＜従来型個室＞

単位数

要介護̑
要介護̒ 1,068 単位

要介護̏ 870

1,009 単位
要介護̐ 944 単位

＜従来型多床室＞

単位

2,282

958

1,024

579 単位

953 単位要介護̏

要介護̓ 1,125 単位
超強化型

要介護̒ 1,153 単位

要介護̐
要介護̑

要介護̓ 1,212 単位

1,030 単位
1,095 単位

要支援̐ 774 単位

基本型

＜従来型個室＞

単位数 1割負担 2割負担
要支援̏ 613 単位

要支援̐ 726 単位 1,473

1,243

1,570

基本型

＜従来型多床室＞

単位数 1割負担
要支援̏

加算型

＜従来型多床室＞

単位数 1割負担 2割負担 3割負担
要支援̏ 630 単位

3割負担
788

1,278

1,576

要支援̏ 664 単位

要支援̐ 777 単位

※加算型ͺɼ上記基本型料金Ͷ在宅復帰・在宅療養支援機能加算ᶙʤ51単位ʥを足した金額Ͷ͵Εますɽ

在宅強化型

＜従来型多床室＞

単位数 1割負担 2割負担 3割負担
要支援̏ 632 単位

要支援̐ 825 単位

加算型

＜従来型個室＞

単位数 1割負担 2割負担

要支援̐ 834 単位

在宅強化型

＜従来型個室＞

単位数 1割負担 2割負担 3割負担
要支援̏ 672 単位

要支援̐ 778 単位

超強化型

＜従来型多床室＞

単位数 1割負担 2割負担 3割負担
要支援̏ 683 単位

超強化型

＜従来型個室＞

単位数 1割負担 2割負担 3割負担
要支援̐ 829 単位

693

841 1,682

1,385 2,078

2,522

※外泊さΗた場合Ͷͺɼ外泊初日ͳ最終日以外ͺ上記料金Ͷ代えͱ362単位ͳ͵Εますɽ
※基本料金ɼ各種加算合計単位数Ͷ7.5%相当介護職員等処遇改善加算ᶙ͗加わΕますɽ



各種加算
■短期入所療養介護

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円 ※1食Ͷつ͘
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

■介護予防短期入所療養介護
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円
円 円 円

療養食加算
50 単位 51 102 153口腔連携強化加算

̑割負担

個別リハビリテーション実施加算 240 単位
夜勤職員配置加算 24 単位 25 49 73

244 487 730

若年性認知症入所者受入加算 120 単位

認知症行動・心理症状緊急対応加算 200 単位

単位数 ̏割負担 ̐割負担

122 244

送迎加算 184 単位 187 373

279 558 837

円120 単位 円 円

在宅復帰・在宅療養支援機能加算ᶚ 51 単位
在宅復帰・在宅療養支援機能加算ᶙ 51 単位 52 104 156

52 104 156

※要介護4ɼ5Ͳ厚生労働大臣͗定めΖ状態Ͷ医学的管理を行う場合

生産性向上推進体制加算ʤᶚʥ 10 単位

560

重度療養管理加算

夜勤職員配置加算 24 単位
単位数 ̏割負担 ̐割負担 ̑割負担

総合医学管理加算 275 単位

サービス提供体制強化加算ᶙ 22 単位

認知症専門ケア加算ᶚ 4 単位
認知症専門ケア加算ᶙ 3 単位

若年性認知症入所者受入加算 120 単位
認知症行動・心理症状緊急対応加算 200 単位
個別リハビリテーション実施加算 240 単位

送迎加算 184 単位
在宅復帰・在宅療養支援機能加算ᶚ 51 単位
在宅復帰・在宅療養支援機能加算ᶙ 51 単位

サービス提供体制強化加算ᶙ 22 単位

認知症ケア加算ʤ認知症専門棟入所時ʥ 76 単位

緊急短期入所受入加算 90 単位

認知症専門ケア加算ᶙ 3 単位
認知症専門ケア加算ᶚ 4 単位

総合医学管理加算 275 単位
8 単位

療養食加算 8 単位

生産性向上推進体制加算ʤᶚʥ

※1食Ͷつ͘

※片道Ͷつ͘

※月毎Ͳ算定͗
異͵Εます

365

77 154 231

203 406 609

92 183 274

25

3 6 9

25 49 73

4 8 12

23 45 67

11 21 31

9 17

187 373 560

730

203 406 609

122 244 365

487

10 単位 11 21 31

23 45 67

365244122

279 558 837

9 17 25

3 6 9

52 104 156

52

生産性向上推進体制加算ʤᶙʥ

口腔連携強化加算 50 単位 51 102 153

生産性向上推進体制加算ʤᶙʥ 100 単位 102 203 305

4 8 12

244

100 単位 102 203 305

104 156


